
園福線地域旅客運送サービス継続事業 実施方針

地域旅客運送サービス継続事業の実施に関して、必要な事項を以下のとおり定める。

１ 目的

本方針は、福知山市、南丹市及び京丹波町における住民の日常生活に必要な移動手段を将来に

わたり安定的に確保することを目的とし、その持続可能な運行の確保を基本とするとともに、利

用促進及びサービスの質の向上にも取り組む観点から、地域旅客運送サービス継続事業を実施す

る者を公募により選定するための基本的な考え方及び手続を定めるものである。

２ 実施事業

園福線地域旅客運送サービス継続事業

３ 実施計画

（１）実施区域

（２）事業を実施する路線等において現に実施されている特定旅客運送事業の状況
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福知山市： 厚中町、篠尾新町、西本町、駅前町、南栄町、内記一丁目、内記五丁目、

内記六丁目、蛇ケ端、土師宮町、土師新町東、土師新町南、市の谷、長田段、

上松、長田南、多保市、岩崎、池田、三俣、堀越、生野、萩原、芦渕、寺尾、

千束、辻、菟原下一、菟原中、大身

南 丹 市： 上木崎町大谷、上木崎町峠尻、上木崎町年ノ森、上木崎町入道、河原町、

上本町、上本町南、美園町、小山東町

京丹波町： 下大久保大久保坪、上大久保田中ノ下、上大久保船谷、水原六ノ坪、水原片山、

水原フロノ元、坂井青山、井尻松ヶ鼻、井尻コハケ谷、井尻上ノ地、和田前田、

和田安階、橋爪桧山、和田大下、橋爪中山、橋爪大野、豊田九手、豊田水落、

豊田下川原、曽根崩下代、蒲生蒲生野、蒲生堂ノ上、須知伏拝、 須知天神、

須知岡畑、須知岩山、水戸庄ノ下、水戸町、新水戸二反田、水戸 小ノ欠、

水戸中垣内、新水戸浦ヶ谷、新水戸大峠

項目 内容

①路 線 別紙１「路線図」のとおり

②運 賃 別紙２「現行事業者運賃」のとおり

③運行便数 下図「路線別一覧」のとおり

④ダ イ ヤ 別紙３「現行事業者時刻表」のとおり
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共通条件

路線別一覧

（３）（２）路線等において地域旅客運送サービスの維持を図るために引き続き実施する運送（継続

旅客運送）に係る運送機関の種類、態様その他の内容

＜引き続き実施するサービスの内容＞

項目 内容

事業種類 一般乗合旅客自動車運送事業

運行態様 路線定期運行

系統名 平日（本/日） 土休日（本/日） 事業者名

園福線１

（園部駅東口～桧山）
18 18 ㈲中京交通

園福線２

（園部駅東口～丹波自然運動公園～桧山）
２ ２ ㈲中京交通

園福線３

（桧山～菟原）
６ ６ ㈲中京交通

園福線４

（桧山～下ノ段）
４ ４ ㈲中京交通

三和線

（福知山市民病院－丹波大身）
８ ８ 京都交通㈱

項目 内容

①運送機関の種類 一般乗合旅客自動車運送事業

②運送態様 路線定期運行

③運行区間 園部駅東口～福知山市民病院

※一部区間の提案も可とする。

④運賃 提案する運行サービスに適した運賃の提案

ただし、最終的には選定した運行予定事業者と協議し、決定する。

⑤路線

（運行ルート）

路線バス事業者による継続

現行ルートと異なる運行ルートの提案を妨げるものではない。

⑥運行便数 提案は現行の運行便数を基本とするが、現行の運行便数と異なる内容の

提案を妨げるものではない。

⑦ダイヤ 現行ダイヤを参考に、移動需要及び利用状況を考慮したダイヤの提案を

求める。

⑧運行車両 車両は運行開始までに提案事業者が調達すること。

ただし、提案事業者による調達が困難な場合は、その旨を企画提案書に

記載すること。
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４ 継続旅客運送を実施する者の条件

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。

（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては

再生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手

続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。

（３）国税及び営業所等が所在する地方自治体の地方税（京都府税、福知山市税、南丹市税、京丹

波町税）の滞納をしている者でないこと。

（４）企画提案募集に係る公告の日から運行予定事業者選定の日までの期間に、京都府、福知山市、

南丹市、京丹波町の指名競争入札において指名停止措置を受けていないこと。

（５）京都府南丹広域振興局管内（亀岡市、南丹市、京丹波町）又は中丹広域振興局管内（福知山

市、舞鶴市、綾部市）に本社、支社又は営業所等を有する者であること。

（６）道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第４条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可

を取得している者で、（５）のエリアで一般路線（高速路線を除く）の輸送実績があること。

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「法」という。）

第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者に

該当しないこと。

① 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

② 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外

の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

選定した運行予定事業者と地方公共団体において車両の調達について協

議する。

⑨運転士 提案する運行サービスに必要な運転士は、提案事業者が確保すること。

⑩利用促進・サー

ビス向上等

提案にあたっては、運行の継続・確保に加え、利用促進やサービスの質

の向上に資する取組を具体的に示すとともに、将来の需要動向や地域の

実情を踏まえた持続可能な運行のあり方についても考慮する。

⑪その他 ・ 上記①～⑩に基づく提案を優先して、運行予定事業者を評価する。

ただし、上記⑤、⑥と異なる運行サービスの提案を妨げるものではない。

・ 提案にあたっては、既存の運行サービス（路線・便数・ダイヤ等）を

そのまま踏襲することなく、利用者の利便性と事業の継続性について、

両方の側面から検討し、提案すること。

・ 実施方針に示す事項に固執することなく、企画提案者の知識、経験

等を踏まえ、留意事項、指摘事項等を示すなど、当該業務が地域住民等

に利用されるための企画提案すること。

・ 運行サービスの詳細、車両調達方法及びその他運行に必要な事項に

ついては、提案内容に基づき、選定した運行予定事業者と協議して決定

する。
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を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

④ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

⑥ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

⑦ 暴力団及び①から⑥までに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しよう

とする者

（８）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのあ

る団体に属する者に該当しないこと。

５ 地方公共団体による支援の内容

・国庫補助金（地域公共交通確保維持改善事業費補助金）を活用する。

・運賃収入及び国庫補助金等で賄えない運行実施に必要な経費（運行費及び車両購入費に係る経

費等）は京都府、福知山市、南丹市、京丹波町で支援する。

※負担事項及び負担額については、選定した運行予定事業者と協議し決定する。

・共通回数券等、利用者の利便性向上のための取り組みについて支援する。

・バス停留所に関する以下の費用等について支援する。

バス停留所設置に係る費用

バス停留所の占用許可申請に係る手続き

バス停留所の保守管理

・バスの利用促進に関して以下の取り組みを実施する。

地域住民（自治会・老人会等）に対する説明会等の利用促進

自治体の広報・ホームページでの利用案内

利用促進チラシの作成・配布

６ 実施予定期間

・運行開始日から令和 14 年３月まで

※JR 山陰本線（園部～綾部）沿線地域公共交通計画及び福知山市地域公共交通計画の計画期間

両計画については、令和９年４月の運行開始に向け、令和８年度に改定作業を実施する予定

であり、本事業は当該計画に位置付けることとしている。また、運行開始時期については、

令和９年４月１日を目途とし、選定した運行予定事業者と調整の上、最終的に決定する。

７ 公募の期間

・令和８年６月 12 日（金）～令和８年７月６日（月）

８ 継続旅客運送を実施する者の選定の方法

選定方法は、園福線地域旅客運送サービス継続事業募集要領に基づく公募型のプロポーザル

（企画提案）方式とし、参加資格の確認された者から提出された企画提案書の内容について、

園福線運行予定事業者選定会議が「評価基準」に基づいて評価し、最も高い評価を受けた企画
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提案を行った者を運行予定事業者として選定する。

９ その他必要な事項

（１）提出書類

① 参加表明書

② 企画提案書

③ 国税及び営業所等が位置する地方自治体の地方税（京都府税、福知山市税、南丹市税、京

丹波町税）の納税証明書

・国税：未納の税額がないことの証明（その３の３）

・営業所が位置する地方自治体の地方税：滞納がないことの証明

※発行日から３ヶ月以内のもの。コピー可。

④ 共同企業体で参加の場合

・共同企業体届出書

・共同企業体協定書

・委任状

・使用印鑑届

⑤ 提案事業者が会社・法人の場合は、以下の書類を添付のこと。

・商業・法人登記事項証明書 １部

※発行日から３ヶ月以内のもの。コピー可。

・法人定款

⑥ 財務諸表

⑦ 営業所等所在地の記載がある会社概要（パンフレット等）

⑧ ４（５）のエリアで運行していることがわかるバス路線図

⑨ 道路運送法一般乗合旅客自動車運送事業許可証の写し

※ ⑦、⑧、⑨については、事前説明会参加申込みの際に提出している場合は不要。

⑩ 園福線に関する情報提供依頼書（運行データ等必要ない場合は提出不要）

※ 園福線に関する情報の提供について

企画提案書作成につき、必要な園福線の利用者データ等は、原則、事前説明会に参加

した事業者に提供する。（事前説明会へ参加できる事業者は、４（５）及び（６）の要件

を満たす者。）

なお、４（５）及び（６）の要件を満たすが、事前説明会に参加できない者において

は、園福線に係る情報提供依頼書の提出があった場合に運行データ等を提供する。

【提供する情報】

・乗降調査結果（R6～R8）

・路線運行に係る経常費用、経常収益、欠損（国庫補助金申請資料）

・その他提案に必要な情報

⑪ 誓約書



別紙１「路線図」
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別紙２「現行事業者運賃」

京都交通㈱が運行する区間（福知山市民病院～丹波大身）
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別紙２「現行事業者運賃」

㈲中京交通が運行する区間（園部駅東口～桧山間、桧山～下ノ段間）
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別紙３「現行事業者時刻表」のとおり

京都交通㈱が運行する区間（福知山市民病院～丹波大身）
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別紙３「現行事業者時刻表」のとおり

京都交通㈱が運行する区間（福知山市民病院～丹波大身）
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別紙３「現行事業者時刻表」のとおり

㈲中京交通が運行する区間（園部駅東口～桧山）
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別紙３「現行事業者時刻表」のとおり

㈲中京交通が運行する区間（桧山～下ノ段）


